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秋
の
行
楽
、
火
の
用
心
で

楽
し
い
思
い
出
を
！

障 害 基 礎 年 金
［問合先］
　岐阜南社会保険事務所
　�273・6161

　国民年金の被保険者期間中に、何らかの病気やケガで一定の障

害状態になった場合、受給要件を満たしていれば「障害基礎年金」

が受けられます。また、２０歳前の病気やケガで障害状態になった

場合でも２０歳になれば障害基礎年金を受給できます。

【受給要件】
　初診日において、下記の①または②に該当するかたが障害認定日（初診日から１年６カ月を経過した日、または

症状が固定した日）に国民年金法施行令で定める１級・２級の障害となったとき支給されます。

①　国民年金に加入しているかた

②　国民年金に加入していた６０歳以上６５歳未満で日本に住所のあるかた

　　※ただし、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けているかたが、上記の要件に該当していても障害基礎年金は支

給されません。

◎初診日とは、障害の原因となった病気・ケガについて医師または歯科医師の診療を初めて受けた日です。

　

厳
し
い
残
暑
も
終
わ
り
を
告
げ
、

心
地
よ
い
風
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
秋
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
到

来
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
は
家
族
や

仲
間
同
士
で
山
に
落
ち
葉
拾
い
に
、

ま
た
紅
葉
見
物
の
有
名
ス
ポ
ッ
ト

に
多
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の
人
が
足
を
運
ぶ
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

気
の
合
う
仲
間
同
士
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の
外
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は
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し
い
も
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で
す
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、
実
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こ

の
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、
注
意
し
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が
あ
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。
そ
れ

は
空
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が
と
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燥
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ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
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で
思
わ
ぬ

大
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に
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が
あ
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と
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と
で
す
。

　

そ
こ
で
行
楽
地
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ど
へ
お
出
か

け
の
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に
は
、
次
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こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

①　

た
き
火
や
た
ば
こ
の
投
げ
捨

て
は
絶
対
し
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

②　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
火
を
取

り
扱
う
場
所
は
、
指
定
さ
れ
た

場
所
以
外
で
は
し
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

③　

風
の
強
い
日
や
火
災
警
報
発

令
中
は
、
屋
外
で
火
を
取
り
扱

わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

④　

火
を
使
用
し
た
後
は
、
確
実

に
後
始
末
を
し
ま
し
ょ
う
。

⑤　

ゴ
ミ
は
責
任
を
も
っ
て
持
ち

帰
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
お
互
い
に
気
を
付
け
行

楽
地
で
の
マ
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を
守
る
こ
と
が
、

火
災
予
防
の
第
一
歩
に
つ
な
が
り

ま
す
。
火
の
用
心
を
心
掛
け
て
楽

し
い
秋
の
思
い
出
を
つ
く
り
ま

し
ょ
う
。

�ただし、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間
があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期
間と免除期間を合算した期間が３分の２以上必要です。
なお、平成１８年３月３１日以前に初診日がある傷病で障害
になった場合は、初診日の属する月の前々月までの直近
の１年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいこと
になっています。

�２０歳になる前に障害になったかたは、２０歳から支給され
ますが、本人の所得制限があります。

支給される年金額は
　　　　　　　　　　　　　　　（平成１６年度）

１級障害　９９３,１００円

２級障害　７９４,５００円




